
寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図るため、既存単独処理浄化槽の撤去を行う者に

対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、寒河江市補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する規則（平成６年市規則第１７号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第

１０６号）附則第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

 ⑵ 合併処理浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定

する浄化槽をいう。 

⑶ 浄化槽転換事業 既存の住宅の改良により、既存単独処理浄化槽を廃止し、

合併処理浄化槽を設置する事業をいう。 

⑷ 市町村設置型浄化槽転換事業 寒河江市浄化槽等設置管理条例（平成２３

年市条例第２４号）に基づき整備する浄化槽で、浄化槽転換事業に該当する

事業をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

 ⑴ 市町村設置型浄化槽転換事業において合併処理浄化槽を設置する者 

 ⑵ 既存単独処理浄化槽が設置されている建築物を賃借している場合は、当該



建築物の所有者の同意を得られる者 

 ⑶ 市税等に滞納がない者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助対象となる条件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 既存単独処理浄化槽を撤去すること。 

 ⑵ 撤去した既存単独処理浄化槽を処分すること。 

 ⑶ 既存単独処理浄化槽を撤去した箇所を埋め戻すこと。 

 （補助対象工事費） 

第５条 補助金の交付の対象となる工事費（以下「補助対象工事費」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 既存単独処理浄化槽の撤去に要する工事費 

 ⑵ 既存単独処理浄化槽の処分に要する費用 

 ⑶ 既存単独処理浄化槽の埋め戻しに要する工事費 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用 

２ 補助対象工事費は、消費税及び地方消費税額を含むものとする。 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象工事費に２分の１を乗じて得た額とし、５万円を

限度とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切り捨てた額とする。 

２ 補助金の交付は、既存単独処理浄化槽が設置されている建築物１棟につき既

存単独処理浄化槽１基を対象とする。 

（補助金等交付申請書） 

第７条 補助金等交付申請書の様式は、規則第５条の規定にかかわらず、寒河江市

単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

によるものとする。 



２ 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に市長に提出するものとし、添付

すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 位置図 

 ⑵ 補助対象工事費の見積書（内訳明細書）の写し 

 ⑶ 着工前写真 

 ⑷ 市税等納税証明書 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助事業等の内容変更等の承認） 

第８条 規則第７条第１項第１号ア及びイに規定する補助事業等の軽微な変更と

は、補助金の額に変更が生じない補助対象工事費等の変更とする。 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により工事の変更又は中止について承認を受

けようとする者は、寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金交付変更（取下げ）

申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告書） 

第９条 補助事業等実績報告書の様式は、規則第１４条の規定にかかわらず、寒河

江市単独処理浄化槽撤去費補助金実績報告書（様式第３号。以下「実績報告書」

という。）によるものとし、工事が完了した日から３０日を経過した日までに市

長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 工事の施工写真（工事中及び工事完了後） 

 ⑵ 工事費明細書及び領収書の写し 

 ⑶ 預金通帳の写し（口座情報が記載されている部分） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （帳簿等の保管） 

第１０条 規則第２２条に規定する帳簿及び証拠写真は、補助事業が完了した日



が属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければならない。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第７条関係） 

年  月  日  

寒河江市長 齋 藤 真 朗 様 

申請者  住 所 

                    氏 名 

寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書 

  寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱第７条の規定により、補助に関

する資格、条件及び手続きを了承の上、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

１ 設置場所  寒河江市 

２ 既存単独処理 

浄化槽の型式 
 名称      認定番号 

３ 補助対象工事費  金         円 

４ 交付申請額  金         円 

５ 着工予定年月日      年   月   日 

６ 完了予定年月日      年   月   日 

  

※ 建築物を賃借している場合、当該建築物の所有者の同意 

 

寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請にあたり、既存単独処理浄

化槽を撤去することについて同意します。 

 

       所有者 住 所 

 

氏 名              ㊞ 

 

 

添付書類 

⑴ 位置図 

⑵ 補助対象工事費の見積書（内訳明細書）の写し 

⑶ 着工前写真 

⑷ 市税等納税証明書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 



様式第３号（第９条関係） 

 

年  月  日   

寒河江市長 齋 藤 真 朗 様 

申請者 住 所  

     

氏 名             

                        

    寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助金実績報告書 

     年  月  日付の指令 第  号で交付決定の通知があった寒河江市

単独処理浄化槽撤去の工事が完了したので、寒河江市単独処理浄化槽撤去費補助

金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

記 

 

 １ 補助対象工事費   金          円 

 

２ 補助金交付額    金          円 

 

 ３ 工事完了年月日      年   月   日 

 

 ４ 添付書類 

⑴ 工事の施工写真（工事中及び工事完了後） 

⑵ 工事費明細書及び領収書の写し 

⑶ 預金通帳の写し（口座情報が記載されている部分） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 


